
（R7.4 改正）

※  宿泊する施設の 欄に○をつけてください。 （公）は公立学校共済組合の施設です。　【令和８年４月１日現在】

大観荘 （公）高知会館 （公）ホテルルブラ王山
鷹巣高原ホテル （公）セントコア山口 （公）ホテル信濃路
池の山荘 （公）ピュアリティまきび （公）みやま荘
泰泉閣 （公）白兎会館 （公）パレブラン高志会館
くつろぎの森　グリーンピア八女 （公）サンラポーむらくも （公）ホテルブリランテ武蔵野
ビジネスホテルゆくはし （公）ホテル北野プラザ六甲荘 （公）ホテルポートプラザちば
（公）グランデはがくれ （公）ホテルアウィーナ大阪 （公）ホテルレイクビュー水戸
（公）ホテルセントヒル長崎 （公）花のいえ （公）あづま荘
（公）水前寺共済会館グレーシア （公）ホテルリガーレ春日野 （公）ホテル白萩
（公）豊泉荘 （公）ホテルアバローム紀の国 （公）サンセール盛岡
（公）ホテルウェルビューかごしま （公）プラザ洞津 （公）ホテルライフォート札幌
（公）にぎたつ会館
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宿泊施設 チェック欄

組 　 合  　員  　番  　号 資格確認
補助額

2,000円

組合員の場合：所属所名
被扶養者の場合：組合員氏名
を記入してください。

公立学校共済組合福岡支部宿泊施設利用補助申込書（リーセントホテル以外の施設用）

１ 補助対象者 組合員（任意継続組合員を含む。）及びその被扶養者

ただし、公務出張には使用できません。

２ 補助額 １人１泊につき利用総額が４，０００円以上の場合 ２，０００円

３ 補助回数の上限 組合員（任意継続組合員含む。）１人につき１年度内に１２回

※被扶養者の利用補助回数を通算します。

※全ての対象施設での利用補助回数を通算します。

４ 記入方法 申込者氏名欄の１番目は本申込の代表者を記入してください。

内容確認のため後日、利用施設又は公立学校共済組合福岡支部から所属所へ連絡が入る場合があります。

５ 申込方法 宿泊予約を行う際に、利用補助を使用することを申し出てください。

チェックイン時にフロントへ申込書２部を提出するとともに、利用者全員の組合員資格が確認できるもの

（①マイナポータルの資格情報画面、②資格確認書、③組合員証（令和７年１２月１日まで）のいずれか。

）を提示してください。

６ その他 申込書に記載された個人情報は宿泊施設利用補助事業以外には使用しません。

後日、当支部にて申込内容を審査します。不正使用が判明した場合や補助回数の上限を超えて補助を

利用した場合は、代表者を通じて補助相当額を支払っていただくことになります。

１ 補助対象者 組合員（任意継続組合員を含む。）及びその被扶養者

ただし、公務出張には使用できません。

２ 補助額 １人１泊につき利用総額が４，０００円以上の場合 ２，０００円

３ 補助回数の上限 組合員（任意継続組合員含む。）１人につき１年度内に１２回

※被扶養者の利用補助回数を通算します。

※全ての対象施設での利用補助回数を通算します。

４ 記入方法 申込者氏名欄の１番目は本申込の代表者を記入してください。

内容確認のため後日、利用施設又は公立学校共済組合福岡支部から所属所へ連絡が入る場合があります。

５ 申込方法 宿泊予約を行う際に、利用補助を使用することを申し出てください。

チェックイン時にフロントへ申込書２部を提出するとともに、利用者全員の組合員資格が確認できるもの

（①マイナポータルの資格情報画面、②資格確認書のいずれか。）を提示してください。

６ その他 申込書に記載された個人情報は宿泊施設利用補助事業以外には使用しません。

後日、当支部にて申込内容を審査します。不正使用が判明した場合や補助回数の上限を超えて補助を

利用した場合は、代表者を通じて補助相当額を支払っていただくことになります。


